
10月の「税」の納期限
10月31日（月）

問い合わせ先
　税務課　☎ 0968 （25） 7206

●市県民税第３期
●国民健康保険税第４期
※ 口座振替を利用している人は、10
月25 日（火）に振替を行いますの
で、残高の確認をお願いします。

取
扱
窓
口　

　
市
民
課
（
①
番
）
パ
ス
ポ
ー
ト
窓
口

※
各
総
合
支
所
で
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

取
扱
時
間

・
申
請　
平
日
の
午
前
９
時

　
　
　
　
〜
午
後
４
時
30
分

・
交
付　
平
日
の
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

対
象
者

・
本
市
に
住
民
登
録
し
て
い
る
人

・
学
生
や
単
身
赴
任
な
ど
で
本
市
以
外
に

　
住
民
登
録
し
て
い
て
、
本
市
に
お
住
ま

　
い
の
人
（
居
所
申
請
。
一
定
の
条
件
が

　
あ
り
ま
す
。
）

取
扱
事
務

・
新
規
、
切
り
替
え
申
請

・
記
載
事
項
の
訂
正
申
請

・
査
証
（
ビ
ザ
）
欄
の
増
補
申
請

・
紛
失
、
焼
失
届
、
返
納

必
要
書
類

・
戸
籍
抄
（
謄
）
本　

　
本
市
に
本
籍
の
あ
る
人
は
申
請
の
際
に

　
併
せ
て
取
得
し
て
く
だ
さ
い
。

・
写
真　

　
厳
格
に
サ
イ
ズ
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す

　
の
で
、
事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

・
前
回
取
得
し
た
旅
券
（
お
持
ち
の
人
）

旅
券
発
給
手
数
料

　
旅
券
受
取
時
に
収
入
印
紙
と
熊
本
県
証

紙
で
定
め
ら
れ
た
金
額
を
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
印
紙
・
証
紙
は
市
役
所
売

店
で
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

旅
券
の
受
取
方
法　

　
必
ず
本
人
が
窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

乳
幼
児
な
ど
に
つ
い
て
も
、
窓
口
に
来
て

い
た
だ
か
な
い
と
お
渡
し
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
受
け
取
り
に
来
ら
れ
な
か
っ
た

場
合
、
発
行
の
日
か
ら
６
カ
月
を
過
ぎ
る

と
そ
の
旅
券
は
失
効
に
な
り
ま
す
。
失
効

に
な
っ
た
場
合
は
、
次
回
の
申
請
時
に
誓

約
書
な
ど
の
提
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

所
要
日
数

　
申
請
を
受
け
付
け
た
日
か
ら
、
土
曜
、

日
曜
、
祝
祭
日
お
よ
び
年
末
年
始
を
除
き
、

11
日
か
か
り
ま
す
。
旅
行
に
間
に
合
わ
な

い
な
ど
の
理
由
で
も
、
交
付
を
早
め
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
余
裕
を
も
っ
て

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
緊
急
発
給
、
早
期
発
給
に
つ
い
て
は
県

　
庁
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く

　
だ
さ
い
。

　
県
庁
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
６
（
３
３
３
）
２
１
６
０

問
い
合
わ
せ
先　
市
民
課

　
☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
１
１

　
「
子
ど
も
手
当
」
の
法
改
正
に
伴
い
、

支
給
対
象
と
な
る
児
童
を
養
育
し
て
い
る

人
は
、
全
て
新
た
に
「
子
ど
も
手
当
」
の

申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
受
付
期
間
内

に
申
請
す
れ
ば
、
10
月
分
よ
り
支
給
さ
れ

ま
す
。
10
月
中
旬
以
降
、
対
象
と
思
わ
れ

る
世
帯
に
申
請
案
内
通
知
を
発
送
予
定
で

す
。

支
給
額
（
月
額
）

・
３
歳
未
満　
　
１
５
、
０
０
０
円

・
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前

　
第
１
・
２
子　
１
０
、
０
０
０
円

　
第
３
子
以
降　
１
５
、
０
０
０
円

・
中
学
生　
　
　
１
０
、
０
０
０
円

支
給
対
象　
日
本
国
内
に
居
住
し
て
い
る

中
学
生
ま
で
の
子
ど
も

請
求
で
き
る
人

・
中
学
生
ま
で
の
子
ど
も
を
養
育
し
て
い

　
る
保
護
者
で
、
主
な
生
計
者
。

・
監
護
、
生
計
同
一
要
件
を
満
た
す
者
が

　
複
数
い
る
場
合
は
、
子
ど
も
と
同
居
し

　
て
い
る
者
に
支
給
し
ま
す
。

※
離
婚
協
議
中
の
別
居
の
場
合
な
ど
を
対

　
象
（
単
身
赴
任
の
場
合
は
除
く
）
。

受
付
期
間　
平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で

支
給
期
間　
10
月
分
〜
平
成
24
年
３
月
分

助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人

・
申
請
時
に
国
保
加
入
期
間
が
３
カ
月
以

　
上
の
人

・
受
診
時
に
満
年
齢
が
30
歳
か
ら
69
歳
ま

　
で
の
人

・
国
民
健
康
保
険
税
完
納
世
帯

菊
池
市
国
民
健
康
保
険
人
間
ド
ッ
ク

・
受
付
期
間　
11
月
30
日
（
水
）
ま
で

・
受
診
期
間　
12
月
22
日
（
木
）
ま
で

熊
本
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の

２
回
目
巡
回
ド
ッ
ク

・
受
付
期
間

　
平
成
24
年
１
月
31
日
（
火
）
ま
で

・
受
診
期
間

　

平
成
24
年
２
月
９
日
（
木
）
・
10
日

（
金
）
・
13
日
（
月
）
〜
16
日
（
木
）

※
申
請
の
際
は
保
険
証
と
印
か
ん
を
お
持

　
ち
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
広
報
き
く
ち
４

　
月
号
27
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
・
申
込
先　

　
健
康
推
進
課
国
保
・
医
療
給
付
係　

　
☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
１
８　

　
各
総
合
支
所
民
生
課

支
払
月

・
平
成
24
年
２
月
（
10
月
分
〜
平
成
24
年

　
１
月
分
）

・
平
成
24
年
６
月
（
平
成
24
年
２
月
分
〜

　
平
成
24
年
３
月
分
）

※
平
成
24
年
４
月
以
降
は
未
定
。

問
い
合
わ
せ
先　
子
育
て
支
援
課

　
☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
１
４

　
取
引
や
証
明
に
使
用
す
る
計
量
器
は
、

法
律
（
計
量
法
第
19
条
）
に
よ
り
２
年
に

１
回
の
定
期
検
査
を
受
け
る
よ
う
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
左
表
の
日
程
で
検
査

が
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
計
量
器

を
お
持
ち
の
人
は
受
検
さ
れ
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

※
正
午
〜
午
後
１
時
ま
で
は
除
き
ま
す
。

持
参
物　
計
量
器
、
手
数
料
（
１
台
あ
た

り
５
０
０
円
〜
２
、
２
０
０
円
）

検
査
対
象
計
量
器

・
商
店
な
ど
で
商
品
の
売
買
に
使
用
す
る

　
は
か
り

・
病
院
、
薬
局
な
ど
で
使
用
す
る
調
剤
用

　
の
は
か
り

・
学
校
、
病
院
、
保
育
園
な
ど
で
使
用
す

　
る
体
重
測
定
用
の
は
か
り

・
農
協
、
漁
協
な
ど
流
通
物
資
の
集
荷
、

　
出
荷
な
ど
に
使
用
す
る
は
か
り

・
宅
配
な
ど
の
運
送
業
者
が
貨
物
の
運
賃

　
算
出
用
に
使
用
す
る
は
か
り

・
農
業
、
漁
業
な
ど
の
生
産
者
が
生
産
物

　
な
ど
の
売
買
に
使
用
す
る
は
か
り

問
い
合
わ
せ
先　
商
工
観
光
課

　

 

☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
２
３　

　
熊
本
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
計
量
検
定

グ
ル
ー
プ

　
☎
０
９
６
（
３
６
８
）
２
１
０
１

と　
き　
10
月
17
日
（
月
）　
　
　
　
　

　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ

　
熊
本
地
方
・
家
庭
裁
判
所
山
鹿
支
部

相
談
担
当
者　
弁
護
士
、
民
事
・
家
事
調

停
委
員
、
法
務
局
職
員

相
談
内
容　
民
事
・
刑
事
の
法
律
、
破
産
、

離
婚
、
相
続
、
登
記
、
人
権
な
ど
の
問
題

問
合
わ
せ
先　

　
熊
本
地
方
・
家
庭
裁
判
所
山
鹿
支
部

　
☎
０
９
６
８
（
44
）
５
１
４
１

と　
き　
10
月
24
日
（
月
）

　
　
　
　
〜
10
月
28
日
（
金
）

　
　
　
　
午
後
８
時
ま
で

と
こ
ろ　
徴
税
課

※
各
総
合
支
所
で
は
開
設
し
て
い
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先　
徴
税
課　

　
☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
０
８

　
子
育
て
、
家
族
、
仕
事
や
体
の
こ
と
な

ど
、
悩
み
を
一
人
で
抱
え
こ
ん
で
い
ま
せ

ん
か
？
一
人
で
悩
ま
ず
、
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
専
門
の
臨
床
心
理
士
（
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
）
が
相
談
を
受
け
ま
す
。

　
な
お
、
予
約
制
で
す
の
で
事
前
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
ご
希
望
の
相
談
日
程
な
ど

を
伺
い
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。

問
い
合
わ
せ
・
予
約
先

　
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

　
☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
１
３

　
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
後
に
重
い
副
反

応
が
起
こ
っ
た
事
例
が
あ
っ
た
た
め
に
、

平
成
17
〜
21
年
度
ま
で
、
日
本
脳
炎
の
予

防
接
種
を
積
極
的
に
は
お
勧
め
し
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
現
在
は
新
た
な

ワ
ク
チ
ン
が
開
発
さ
れ
、
日
本
脳
炎
の
予

防
接
種
を
通
常
ど
お
り
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。

標
準
の
対
象
者
お
よ
び
受
け
方

※ 

母
子
健
康
手
帳
で
接
種
回
数
を
確
認
し
、

予
防
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

料　
金　
無
料

※
市
が
委
託
す
る
医
療
機
関
以
外
で
の
接

　
種
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
事
前
に
手

　
続
き
を
し
な
け
れ
ば
補
助
が
で
き
ま
せ

　
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

医
療
機
関
へ
必
ず
持
参
す
る
物

①
日
本
脳
炎
予
診
票

※ 

予
診
票
の
な
い
人
は
、
母
子
健
康
手
帳

を
持
参
の
う
え
、
健
康
推
進
課
ま
た
は

各
総
合
支
所
民
生
課
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

②
母
子
健
康
手
帳

問
い
合
わ
せ
先　
健
康
推
進
課　

　
☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
１
９

日
本
脳
炎
の
予
防
接
種

３
歳
・
４
歳
児
の
保
護
者
へ

計
量
器
の
定
期
検
査

相
談

始
め
ま
し
た
「
こ
こ
ろ
の
相
談
」

無
料
法
律
相
談
会
を
実
施
し
ま
す

納
税
相
談
夜
間
窓
口
を
開
設
し
ま
す

パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
・
交
付
業
務
を

市
役
所
で
開
始
し
ま
す

10
月
１
日
改
正
の
「
子
ど
も
手

当
」
は
申
請
が
必
要
で
す

菊
池
市
国
民
健
康
保
険
人
間
ド
ッ
ク
の

申
請
は
11
月
末
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す

申
請

標準の対象者 受け方

１期
初回 ３歳

６日から28
日までの間
隔をあけて
２回受ける

１期
追加 ４歳

初回の２回目
接種後、おお
むね1年後に
１回受ける

検査日 検査時間 検査場所

10 月６日（木） 10:00 ～ 15:00 七城総合支所

10 月７日（金） 10:00 ～ 15:00 泗水中央公民館

10 月11 日（火） 10:00 ～ 15:00 旭志多目的研修センター

10 月12 日（水） 10:00 ～ 11:00 菊池市公民館龍門支館

10 月12 日（水） 13:00 ～ 15:00 JA 菊池水源支所跡地

10 月13 日（木） 10:00 ～ 15:00 市役所本庁舎

10 月14 日（金） 10:00 ～ 15:00 市役所本庁舎

種　別 収入印紙 熊本県証紙 合　計

５年旅券
（12 歳未満） 4,000 円 2,000 円 6,000 円

５年旅券 9,000 円 2,000 円 11,000 円

10 年旅券 14,000 円 2,000 円 16,000 円

各総合支所の問い合わせ先
七城総合支所　☎0968（25）1000
旭志総合支所　☎0968（37）3111
泗水総合支所　☎0968（38）2112
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